
　
５
月
12
日
は
、「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
」
で
す
。
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
日
常
生
活
で
困
っ
た
こ
と
や
、

心
配
ご
と
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
行
政
や
関
係
機
関
と
の
調
整
役
を
果
た
す
な
ど
地
域
の
頼
れ
る
存
在
で
す
。
市
内
で

は
、
118
人
の
民
生
委
員
・
児
童
委
員
が
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
役
割
や
活
動
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

□問
社
会
福
祉
課
☎
○内
３
１
６

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、主
任
児
童
委
員

民
生
委
員
・
児
童
委
員
、主
任
児
童
委
員

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚

生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非

常
勤
特
別
職
の
地
方
公
務
員
で
す
。

　

現
在
118
人
の
委
員
が
３
地
区
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会
に

分
か
れ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

活
動
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
民
生
委
員
は
、
児
童
委

員
を
兼
ね
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、

主
任
児
童
委
員
は
、
児
童
福
祉
関

係
を
専
門
に
担
当
し
ま
す
。

　

現
在
、
主
任
児
童
委
員
と
し
て

８
人
が
地
域
で
子
ど
も
や
子
育
て

家
庭
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
な
ど
、
そ

の
専
門
知
識
を
生
か
し
た
活
動
を

し
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
近

年
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
孤

独
死
や
児
童
虐
待
に
対
し
、
地
域

住
民
に
根
ざ
し
た
活
動
を
生
か
し
、

専
門
的
な
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
役
割

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
社
会
調
査
の
役
割　

担
当
区
域

内
の
住
民
の
実
態
や
福
祉
需
要
を

日
常
的
に
把
握
し
ま
す
。

・
相
談
の
役
割　

地
域
住
民
が
抱

え
る
問
題
に
つ
い
て
、
相
手
の
立

場
に
立
ち
、
親
身
に
な
っ
て
相
談

に
の
り
ま
す
。

・
情
報
提
供
の
役
割　

社
会
福
祉

の
制
度
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
や
情
報
を
住
民
に
的
確

に
提
供
し
ま
す
。

・
連
絡
通
報
の
役
割　

住
民
が
、

個
々
の
福
祉
需
要
に
応
じ
た
福
祉

サ
ー
ビ
ス
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
関

係
行
政
機
関
、
施
設
、
団
体
な
ど

に
連
絡
し
、
必
要
な
対
応
を
促
す

調
整
の
役
割
を
務
め
ま
す
。

・
調
整
の
役
割　

住
民
の
福
祉
需

要
に
対
応
し
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
支
援

し
ま
す
。

・
生
活
支
援
の
役
割　

住
民
の
求

め
る
生
活
支
援
活
動
を
行
い
、
支

援
体
制
を
つ
く
り
ま
す
。

・
意
見
具
申
の
役
割　

活
動
を
通

じ
て
得
た
問
題
点
や
改
善
策
に
つ

い
て
取
り
ま
と
め
、
必
要
に
応
じ

て
八
潮
市
民
生
委
員
･
児
童
委
員

協
議
会
を
通
し
て
関
係
機
関
な
ど

に
意
見
を
提
起
し
ま
す
。

　

住
所
に
よ
り
担
当
の
民
生
委
員

が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
社
会
福
祉

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

安
心
し
て
相
談
が
で
き
る
身
近

な
民
生
委
員
を
紹
介
し
ま
す
。

　

な
お
、
民
生
委
員
は
、
守
秘
義

務
を
持
っ
て
業
務
を
行
う
こ
と
か

ら
相
談
内
容
が
他
に
漏
れ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
安
心
く

だ
さ
い
。

　

民
生
委
員
と
し
て
13
年
間
、
八

潮
市
民
生
委
員
・
児
童
委
員
協
議

会
の
会
長
と
し
て
６
年
間
活
動
し

て
い
る
島
田
明
さ
ん
に
、
活
動
の

様
子
に
つ
い
て
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。　
　
　
　

●
民
生
委
員
に
な
っ
た
き
っ
か
け

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

民
生
委
員
に
な
る
前
は
、
町
会

長
や
町
会
自
治
会
連
合
会
会
長
な

ど
を
務
め
て
い
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を

生
か
し
、
お
世
話
に
な
っ
た
地
域

の
皆
さ
ん
に
恩
返
し
が
し
た
い
と

思
い
、
最
も
身
近
な
相
談
・
支
援

者
で
あ
る
民
生
委
員
・
児
童
委
員

を
引
き
受
け
ま
し
た
。

●
ど
の
よ
う
な
活
動
を
さ
れ
て
い

ま
す
か
。

　

市
で
開
催
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
イ

ベ
ン
ト
や
町
会
の
行
事
な
ど
に
参

加
す
る
ほ
か
、
国
・
県
主
催
の
研

修
会
や
会
議
な
ど
に
出
席
し
て
意

見
交
換
な
ど
を
し
て
い
ま
す
。　

　

ま
た
、
民
生
委
員
活
動
と
し
て

は
、
主
に
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者

の
お
宅
を
訪
問
す
る
な
ど
、
高
齢

者
な
ど
へ
の
声
掛
け
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

常
に
、
公
正
に
誰
に
対
し
て
も

分
け
隔
て
な
く
、
平
等
に
接
し
て

い
ま
す
。

　

な
お
、
活
動
上
知
り
得
た
個
人

情
報
は
、
家
族
と
の
何
気
な
い
会

話
な
ど
か
ら
で
も
漏
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
細
心
の
注
意
を
払
い

な
が
ら
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

●
今
後
の
八
潮
市
民
生
委
員
・
児

童
委
員
協
議
会
の
活
動
方
針
に
つ

い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

地
域
の
絆
や
支
え
合
い
の
重
要

性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
各
地
区
の
民

生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会
の
会

長
、
役
員
や
行
政
な
ど
の
関
係
機

関
と
一
層
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

地
域
福
祉
の
さ
ら
な
る
増
進
に
努

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
市
民
の
皆
さ
ん
に
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

地
域
福
祉
の
推
進
に
は
、
「
自

助
・
共
助
・
公
助
」
の
適
切
な
役

割
分
担
の
も
と
、
「
市
民
・
地
域

・
行
政
」
が
一
丸
と
な
り
、
一
人

ひ
と
り
が
地
域
の
こ
と
を
考
え
、

安
全
・
安
心
な
生
活
を
目
指
し
て
、

行
動
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。

民
生
委
員・児
童
委
員
の
役
割

相
談
し
た
い
時
は

民
生
委
員・児
童
委
員
と
は

八
潮
市
民
生
委
員
･

児
童
委
員
協
議
会　

会
長　
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ん

身
近
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民
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委
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相
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を
！
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！

（4） 平成26年（2014年）5月10日広報 No.762

市工業振興基金による支援制度
　工業の振興に向け、ISO認証取得事業などに対して基金による支援を
行います。

□対 次の要件のすべてに該当する方
▼市内で1年以上事業を営んでいる中小企業の方
▼申込日現在、市税の滞納がない方
▼他の制度による助成を受けていない方
▼4月から平成27年2月末日までに研究事業の完了、認証取得、新製品
の開発、機械装置などの購入または修繕が見込まれる方
＜対象事業＞
〇産学官共同研究事業
市内の中小企業が新製品開発などのため、大学などと共同研究　　

〇国際規格等認証取得事業
　市内の中小企業が、ISO9001・14001、エコアクション21の認証を新規
取得
〇工業新製品開発事業
市内の中小企業が行う一定の工業新製品開発

〇経営革新計画承認企業などが行う機械装置などの購入・修繕事業
機械装置、工具器具の購入または修繕費

＜補助額＞　
〇産学官共同研究事業、ISO認証取得事業、工業新製品開発事業
経費のうち、2分の1に相当する額（百円未満切り捨て、限度額30万円）

〇エコアクション21認証取得事業、経営革新計画承認企業などが行う
機械装置などの購入・修繕事業
　経費のうち、2分の１に相当する額（百円未満切り捨て、限度額10万円）

□申 5月14日から6月30日までに、商工観光課（☎○内 ４７９）へ※予算枠に達
し次第締め切り

中小企業不況対策融資制度
　不況時における特別措置として、中小企業の方を対象に経営の安定の
ために必要な資金の融資のあっせんを行います。

□対 次の要件のすべてに該当する方
▼最近3カ月の月平均売上額が、昨年同期と比べて10パーセント以上減
少しているか、2年前若しくは3年前の同期と比べて10パーセント以上減少し、
かつ前年同期と比べて5パーセント以上減少している方
▼市内で1年以上事業を営んでいる方
▼期限の到来している市税を完納している方など

〇限度額
1,000万円（運転資金）

〇償還期間
10年以内（据え置き 1年以内含む）

〇利率
1 . 2パーセント（平成26年4月現在）

〇信用保証料
　埼玉県信用保証協会へ支払った保証
料を全額補助
〇保証人
　原則として個人は不要、法人は代表者
のみ
〇担保
必要に応じて求める

□申 事前に金融機関に相談のうえ、5月19日から平成27年1月30日までに、
商工観光課（☎○内 ４７９）へ※予算枠に達し次第締め切り


